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 年の瀬も迫り、年末調整や確定申告の時期も近づいてきました。みなさん作成の準

備は進んでいますか？ 

 『自主計算パンフ２０１4年版』が届いきました。消費税のこと、憲法が保障してい
る納税者の権利などあるべき姿が学べます。また税務調査、国税・地方税について詳

しく書かれています。税金の計算では、所得の種類、所得控除の一覧、税率の速算

表、経費早見表などが掲載され実務書として活用できます。 

 民商では、年内の年末調整計算会や年明けの班会（支部ニュースで日程をご確認く

ださい）で参加されたみなさんに自主計算パンフをお渡ししていますので、参加して

税金を学び合い、申告に備えましょう。２5年度は、２４年度から「生命保険料控除制
度」が改正になりました。24年度以降に契約した、一般生命保険料、個人年金保険料
(税制適格特約の不可が必要)、介護医療保険料控除が入ります。適用限度額は各４万円
で最高１２万円です。２３年度以前の契約は従来通り一般と個人生命保険料控除限度

額が各５万円、最高限度額１０万円です。必ず保険の控除証明書と保険料控除申告書

をお持ちください。 

     西2支部忘年会、開催！ 
 １２月５日（木）に西2支部の忘年会が会員さんのお店、居酒
屋みやぎさんで開催されまし

た。９名の参加でした。ゲス

トに引退された元支部長の松

村武久さん、現副会長の木下

智彦さんが参加され、秋の運

動を振り返って拡大、今後の

民商への思いなど熱い話がた

くさん出ました。来年も西 2
支部は元気にあったか民商で

がんばります。支部の皆さん

ぜひ来年は一緒に参加頂けます様お願いします。  

                  西2支部長 熊谷慶一  

         浦和民商の年末年始の予定 

12月 15日(日)埼商連支部役員学校 ９時３０分 伊奈県活  
12月 27日(金)大掃除・仕事納め 
１月  5日(日)新春春の集い１４時～与野産業文化センター大ホール 
１月 ６日（月）仕事始め 

１月  8日(水)年末調整14時～１６時 /１８時～２０時 事務所 
１月  9日(木)年末調整14時～１６時 事務所 
１月 10日(金)年末調整10時～12時 事務所  
１月 9日(木)理事会１９時～浦和民商事務所 
１月 18日(土)新年会１8時３０分開催 市民会館うらわ 

年末調整・確定申告の準備を始めましょう

ご自身が所属する区の計算会にご参加下さい。 
 

12月18日（水）：(浦和区）北浦和公民館第一会議室 14時～16時 

  18日（水）：（浦和・南区）浦和コミセン第3集会室 

         （パルコ10Ｆ）18時～20時  
  19日（木）:（南区）南浦和公民館1階会議室 14時～16時  

   20日（金）:（緑区）尾間木公民館小会議室  
          14時～16時 18時～20時 

      （桜区）栄和公民館会議室1 14時～16時 

    （桜区）大久保東公民館会議室2 18時～20時 
  24日（火）民商事務所 14時～16時  

  25日（水）民商事務所 14時～16時  
 

年末調整の準備はお済みですか？ 
 

確認すること 年末調整をする社員全員の氏名、住所、生

年月日、配偶者の年間収入(パートなど) 
持ってくるもの 源泉徴収簿、給与台帳、給与明細等、納

付書、電卓、ゴム印、上期の納付書（7月10日納期限）、
法人代表印、国保､社保を平成25年中に支払った額、国民
年金は役所から送られてきた証明書(ハガキ)、生保､損保
控除証明書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、

扶養控除等申告書(記入して)。 
 

     三室支部忘年会、開催！ 
 １２月６日（金）会員の厚沢商店さんで開催され８名の参加でし

た。自民、公明の目に余るご

り押し政治。まるで戦前に戻
るかのような情勢で、このと

ころ怒りで胃がキシキシと痛

みます。せめて美味しい料理
とお酒で憂さ晴らしをしなけ

れば・・・そんな話で盛り上

がった１年の締めくくり、 
三室支部忘年会でした。 

  三室支部長 加藤みち子 

  埼玉県保証協会と交渉・前向きな回答 
１２月５日（木）埼玉県商工団体連合会の交渉に、保証協会７
名の計２３名で浦和民商から木下副会長、松本事務局が参加し

ました。まず要望書を埼商連菊池会長が島村常任理事に要望書

を渡しました。埼玉県の情勢は、アベノミクスで全体に上昇と
いうが県内中小零細業者は依然厳

しい状態を示唆、円滑化法終了後

も同条件で県の融資は行ってい
る、なんとか中小業者の皆さんに

生き延びて頂きたい、そのために

彩の国ネットワークを立ち上げ経
営改善計画の相談室を設けた、ぜ

ひ法人、個人どちらでも厳しい事

があったら、銀行を飛び越えてで
も協会に相談してほしいと前向きな回答がありました。 

東・中央・東浦和・美園支部銀行交渉 
１１月２０日（水）東浦和・美園支部を代表して荒川副

会長と古澤事務局が川口信用金庫東浦和駅前支店、武蔵

野銀行東浦和支店を、１１月２７日（水）東支部、中央

支部を代表して、東支部榎本支部長と事務局松本、関口

が青木信用金庫浦和支店、埼玉縣信用金庫浦和東支店の

支店長に年末年度末の資金繰りの要請書を渡しました。 


